
令 和 2 年 1 0 月 7 日 

総合政策局 国際政策課 

鉄 道 局 国 際 課 
 

 
ブラジル都市鉄道事業における事業権譲渡を認可 

 
 
 

国土交通大臣は、令和 2 年 10 月 6 日、(株)海外交通・都市開発事業支援機構（以

下「JOIN」という。）がブラジル連邦共和国において参画している都市鉄道整備・運営

事業のうち、サンパウロ地下鉄 6号線事業に係る事業権のスペイン企業への譲渡につ

いて認可しました。 

 
 

サンパウロ地下鉄 6号線事業は、三井物産株式会社、西日本旅客鉄道株式会社及び

JOINが出資する特別目的会社（ガラナ・アーバン・モビリティ株式会社：GUMI）が現

地パートナー企業とともにブラジル連邦共和国において取り組んでいる 4 件の都市

鉄道整備・運営事業のうちの 1 件であり、国土交通大臣は、平成 27 年 12 月 9 日に

JOINの GUMIに対する出資について、認可しました。 

 

本事業は平成 28 年 3 月に工事を開始したものの、ブラジル国内の事情により、同

年 9月から工事を中断していました。 

 

 今般、本事業の譲受を希望するスペイン企業に本事業を譲渡することになり、これ

に伴い、JOINの支援対象から本事業を除外することについて、国土交通大臣の認可を

行いました。 

 

 今後、JOINは、引き続き 3件の都市鉄道整備・運営事業に取り組み、我が国の鉄道

運営に関するノウハウを活用しながら、ブラジル連邦共和国における都市鉄道の安

全・安定輸送に貢献していきます。 

（問い合わせ先） 

 国土交通省 代表電話番号 03-5253-8111 

  ●JOIN、認可及びその他全般について 

総合政策局 国際政策課       長尾  内線：25903、直通：03-5253-8319 

                                                              FAX ：03-5253-1561 

●鉄道関係について 

鉄道局   国際課         長崎  内線：40226、直通：03-5253-8528 

                                                        FAX ：03-5253-1635 


